
単位：店
順位 都道府県名 商　店　数

1 東　　　京 193,280
2 大　　　阪 142,380
3 愛　　　知 101,414
4 神　奈　川 82,979
5 福　　　岡 76,217
6 兵　　　庫 74,205
7 北　海　道 71,980
8 埼　　　玉 68,882
9 千　　　葉 58,540
10 静　　　岡 57,063
11 広　　　島 45,102
12 京　　　都 42,480
13 新　　　潟 41,295
14 茨　　　城 38,782
15 宮　　　城 35,773
16 岐　　　阜 33,661
17 長　　　野 33,407
18 福　　　島 32,036 　　　　　　　立体横棒グラフ入る
19 群　　　馬 29,560
20 栃　　　木 29,466
21 岡　　　山 29,090
22 鹿　児　島 28,661
23 熊　　　本 27,769
24 三　　　重 27,567
25 山　　　口 25,682
26 長　　　崎 25,621
27 愛　　　媛 25,493
28 青　　　森 22,866
29 岩　　　手 22,062
30 沖　　　縄 21,564
31 富　　　山 20,882
32 山　　　形 20,684
33 秋　　　田 20,346
34 石　　　川 20,167
35 大　　　分 20,160
36 和　歌　山 18,783
37 宮　　　崎 18,546
38 香　　　川 17,829
39 滋　　　賀 17,326
40 奈　　　良 16,175
41 高　　　知 15,278
42 徳　　　島 15,131
43 福　　　井 14,858
44 佐　　　賀 14,329
45 島　　　根 13,993
46 山　　　梨 13,990
47 鳥　　　取 9,380

全　　　国 1,832,734

　 ●資  　料：経済産業省経済産業政策局調査統計部「商業統計表」
　

　 ●調査時点：平成11年7月1日(簡易調査) 　
　

　 ●調査周期：5年(その中間年に簡易調査) 　
　

　 ●参　  考：卸・小売業の合計数(飲食店を除く。)
　　　　十和田湖（青森県・秋田県）及び中海（鳥取県・島根　　　　　　　卸売業…(1)小売業又は他の卸売業者に商品を販売する事業所。(2)産業用使用者に業務用として商品

　　　　　　　　　　を販売する事業所。(3)製造業者が別の場所で営業している自社製品の販売事業所。(4)卸売業
　　　　　　　　　　の代理業務を行うもの、又は仲立あっせんを行う事業所。
　　　　　　　小売業…(1)個人又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所。(2)商品を小売りし、かつ同種商

　　　　のである。　　　　　　　　　　品の修理を行う事業所。(3)自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に小売りす
　　　　　　　　　　る事業所。(4)ガソリンスタンド。(5)主として無店舗販売を行う事業所。

５５　　商　店　数

0 50,000 100,000 150,000 200,000


